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福岡市では７箇所で実施。現在、「味のみちくさ通り」、「上川端商店街・川端中央商店街など」の４箇所で実施中。

福岡市南区

味のみちのくさ通り（南区玉川町）

テ
ラ
ス
営
業

歩
道

車
道

店
舗

▲テラス営業イメージ 出典：福岡市公式シティ外と YOKANAVI

出典：infoMotion 福岡市
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41１．歩行者利便増進道路制度の概要 (3)具体的な事例 41

Before After
１）大阪市 御堂筋
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２）神戸市 三宮中央通り

Before

After



43１．歩行者利便増進道路制度の概要 (3)具体的な事例 43

３）姫路市 大手門通り

※姫路市建設局道路建設部街路建設課

Before

After



44２．天神と博多駅とつなぐ、回遊軸の強化 44

はかた駅前通り
（歩行者中心へ既に改築済）

車中心 歩行者中心【整備前】 【整備後】

はかた駅前通り

地下鉄七隈線延伸のインパクトを活かした都心部の活力と魅力の向上
①地下鉄中間駅を活かしたまちづくり
・天神と博多駅の中央に位置する中間駅周辺では、交通利便性の向上と駅から周辺地区へ分かりやすく歩くことができるよう、地下鉄中間駅を活かしたまちづくりを⽬指します。
②天神と博多駅をつなぎ、回遊性を高めるまちづくり
・天神と博多駅間を多くの⼈が楽しく・快適にまち歩きができるよう、中間駅周辺と天神、博多駅が連携した回遊性を⾼めるまちづくりを⽬指します。

仮）七隈線
中間駅

春吉橋

天神

博多駅

中洲

西中洲

冷泉

春吉

賑わい空間の形成

天神~中間駅~博多開業

住吉
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②歩行空間の問題点
● 狭幅員、路⾯凹凸、不法占⽤等によるサービス性の低下。
● 天神と博多を結ぶ福岡の顔となる⽬抜き通りであるものの歩⾏者と⾃転⾞

が錯綜し飽和状態。（歩⾏者交通量約12千⼈、⾃転⾞交通量約4千⼈）
● 歩⾏者と⾃転⾞関連の事故が管内平均の９倍。

（歩⾏者：9件/km4ヵ年、⾃転⾞：27 件/km4ヵ年）
● 路線バスは、バス待ち客により歩⾏空間を占有。

（バス利⽤者１⽇1.3万⼈利⽤※渡辺4丁⽬〜祇園町⻄）
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●⼀⽅、歩⾏者・⾃転⾞通⾏量は、都⼼部の都市化の進展や⼈⼝増加によ
り約１.5倍へ増加。

●今後も、天神ビッグバンによる都⼼部の更なる⾼度利⽤や、地下鉄七隈
線延伸事業により更なる歩⾏者の増⼤が予想される。
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資料：事故統合データベース（H27-H30）

●歩行者・自転車事故件数 ●kmあたり歩行者、自転車事故発生件数

(件/4年計)
国道202号(赤坂3～祇園町)

県内直轄国道上位５%内

渡辺通り4丁目(3位)

祇園町(10位)

警固1丁目(19位)

中洲新橋(25位)

天神駅南(75位)

春吉(91位)

三光橋(91位)

警固(267位)

春吉橋東(267位)

資料：事故統合データベース（H27-H30）

9件/km

1件/km
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3件/km

その他

福岡県内直轄上位5％
に対象区間の11交差点
中9交差点が該当

平均の
約９倍

平均の
約９倍

斜めの傾斜

極端に傾斜している歩道 点字ブロックの劣化、植栽桝のベンチ化

歩⾏者と⾃転⾞が錯綜し飽和状態 バス待ち客が歩道を占有

①歩行者・自転車の利用実態

２）国体道路の課題
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※「合計」交通量＝以下の全８断面の合計
西方面 ： 昭和通り・明治通り・国体道路からの流入交通量の合計(大正通り断面)
東方面 ： 昭和通り・明治通り・国体道路からの流入交通量の合計(大博通り断面）
南方面 ： 渡辺通４丁目交差点からの流入交通量
北方面 ： 那の津口交差点からの流入交通量

交通量(台/12h)

（注） 縦軸の原点は80，000台/12h
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1 0 7,469

8 5 ,656

H5.3 地下鉄空港線
博多～福岡空港開業

H13.10
都市高速道路
百道～福重供用

H16.6
都市高速道路
板付～野多目供用

H11.3
都市高速道路
月隈～太宰府、
貝塚～粕屋供用

H15.5
都市高速道路
月隈～板付供用

H14.3
都市高速道路
粕屋～福岡IC供用

H18.3
都市高速道路
野多目～堤供用

H17.2 地下鉄七隈線
天神南～橋本開業

H20.4
都市高速道路
堤～野芥供用

H23.2
都市高速道路
野芥～福重供用

H23.4
外環状道路
全線開通

H24.7
都市高速道路
全線開通

H16.11
天神交差点改良

H17.2
・渡辺通4丁目交差点改良
・天神大丸前バス停移動
・信金前タクシー乗り場移設
※新・天神地下街開業

●様々なハード・ソフト施策を実施してきた結果、福岡都⼼部流⼊交通は約３０年で約２割減少。
●国体道路においても、ここ１０年で約２割減少しており、施策の実施効果が発現。
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■福岡都心部流入交通量の変化 ■国体道路の交通量の変化

Ｈ2 ：107,469
↓

Ｈ30：85,656 Ｈ20：25,312
↓

Ｈ30：19,586

約２割減

約２割減

(台/12ｈ)

(台/12ｈ)

約２割減少

約２割減少

資料：交通円滑化に関する調査「交通対策特別委員会」福岡市 令和元年.11（交通量に関して抜粋） 資料：福岡市交通量調査集計各年（渡辺通４丁目交差点東側断面）

③車道空間の交通状況
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④歩行者利便増進道路の指定候補区間の断面構成
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２）国体道路での適用要件
● ⼗分な歩道幅員を確保するためには、国体道路では、歩⾏者利便増進施設（幅員約１ｍ）と歩⾏空間4.0ｍ（合計幅員約5.0ｍ）の幅員が必要となる。
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■祇園町西~春吉橋東間

■三光橋~渡辺通４間

３）国体道路における利便増進誘導区域の導入可能区間

短期対策実施後

利便増進誘導区域の導入可能区間

■祇園町東~三光橋間

利便増進誘導区域の導入可能区間

4.0m
4.0m

春吉橋
賑わい空間


